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●桑名支部●

毛利建築事務所

●所在地：〒511-0901 桑名市筒尾三丁目15-4

●ＴＥＬ：0594-31-1077

●ＦＡＸ：0594-73-5126

●代表者：毛利　勝美

●設　立：平成13年5月1日
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事務所紹介

●伊勢支部● ●所在地：〒518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町2332

●ＴＥＬ：0595-21-3612

●ＦＡＸ：0595-23-5840

●代表者：奥井　実

●設　立：昭和45年7月

●伊賀支部●

上野ハウス

一級建築士事務所

　当社は、昭和 2 年創立の上野ガス株式会社の全額出資による傍系子会社です。歴史あ

るガス事業の公益性に鑑み、地域に於ける生活文化の高揚を使命とする事業の中で当社

は特に優良な宅地の供給と併せて建築に係わる請負等、個人住宅から公共工事まで、幅

広い総合建設業として、常に安心を頂ける建物づくり、環境づくりを仕事としています。

昭和 45 年の当社創立以来

の実績を、何ものにも代え

難い尊い財産と感謝しつ

つ、当社事業を通じて皆様

の幸せ創りのお手伝いがで

きますよう、日々努力を続

けています。

　二十数年間名古屋の建築事務所に勤めた後に桑名で事務所を始めてから早、同じく

らいの日々が過ぎようとしています。建築を設計する仕事は、建築に求められる様々

な機能に対して敷地の環境を理解し、合理的なプランを考案し、それによる多様なデ

ザインを創造することにより 建築の形を作っていくことだと考えてきました。調査等

の設計業務以外の仕事においても探求心を忘れずに取り組んで行きたいと考えており

ます。
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●四日市支部●

吉久デザイン
研究所

●所在地：〒510-8102　三重郡朝日町小向730-8　　　　　　

●ＴＥＬ：059-377-2984

●ＦＡＸ：059-377-2984

●代表者：吉久　輝栄

●設　立：平成5年5月17日

●所在地：〒513-0805　鈴鹿市算所町1232-1

●ＴＥＬ：059-378-7995

●ＦＡＸ：059-379-3711

●代表者：岡本　稔（担当者：岡本　稔克）

●設　立：昭和62年12月

●鈴鹿支部●

有限会社

岡本設計
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事務所紹介

　今年で創業 32 年が経ち、

私としても入社してから 10

年が経ちました。

　未熟ながらも、設計・監

理業務だけでなく、定期報

告・耐震診断、建物に関す

る手続き等、さまざまな業

務を皆様からの指導を受け

行っております。これから

も、社会の役に立てるよう

精進していきますので、ご

指導ご鞭撻のほど、宜しく

お願い致します。

　　　　　　　　　　　

　弊社は、当初間接的に某大手電気メーカーの電子デバイス工場、建築及び建築設備の開発、設計監理及び維持管

理に特化してキャリアをスタート…と言うと格好いいのでありますが、逆に特定の工場や倉庫以外のノウハウは、

そもそもないわけでありまして。…しかしながらそう言いながらも早20年。仲間やお客様にめぐまれ、育ててもら

いながら現在に至るまで老人福祉施設様など多くの民間物件の設計を手掛けさせて頂けるようになりました。建築

物はいつの世も“ワン＆オンリー”その都度プロトタイプ。勉強と臨機応変の連続です。そんな中ただ一つ揺るぎ

ないことはそれは“顧客様のための建物”であると言うことであります。まだまだ若輩者ですが皆さまどうぞよろ

しくお願い致します。

　戦後 76 年の間に日本は急速に変化して

きました。

　急速な発展の時代が終わり、現在は少子

高齢問題・格差社会・社会保障費の増大・

インフラ老朽化問題・限界集落問題・空き

家問題・大規模自然災害等考えもしなかっ

た問題が高速で押しかけて来ています。そ

んな今、建築士に求められる役割も変化し

てきていると思います。強い者、賢い者が

生き残るのではない。変化できる者が生き

残るのだ。進化論で有名なダーウィンの名言です。私も自分らしさを忘れずに、生き残っていき

たいと思っています。
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　令和３年８月５日に「疑問解消‼始まった住宅系中間検査＆学ぼう木造壁量・バランス・N値計

算」の講習会を開催いたしました。住宅系建築物について令和３年７月１日から三重県下で中間

検査が行われることとなりました。会員の皆様及び会員外の方にも混乱が起きないように三重県

県土整備部建築開発課建築審査班　班長　林 直樹　氏を招き解説をしていただきました。

　また、基本に戻って木造壁量・バランス・N値計算を

理解していただき今後の業務に役立てていただくよう、

当委員会の若手ホープ猿木設計の猿木崇之氏に講師にな

っていただき、課題を解いていく形式で勉強会を行いま

した。少し時間が足りなかった感はありましたが、少な

い委員会メンバーで何とかやり抜くことができました。

ただ、終わった後、打ち上げが出来なかったことが非常

に残念でなりません。早くコロナが終息することを心か

ら願っております。

　教育・情報委員会の主な事業として、「行政との意見交換会の実施」「法定講習会等の開催」

「建築ＣＰＤ情報提供制度への取組と対応」「会員への地域防災活動及び講習会の情報提供」を

行っています。

　「行政との意見交換会の実施」は、県の建築開発課、営繕課、住宅政策課の三課と、建築士事

務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築主の利益の保護に寄与することを目的とし開催し

ています。

「法定講習会等の開催」は、設計・工事監理を業としている建築士事務所の役割と社会的責任を

再認識して頂くと共に、技能向上に努めて頂くための機会を提供する事を目的としています。

「建築ＣＰＤ情報提供制度への取組と対応」は、会員の皆様の継続的な自己研鑽の一つとして示

す事は一般消費者に対しても重要と考え取組んでいます。

「会員への地域防災活動及び講習会の情報提供」については、昨年度より防災委員会が廃止、新

たに教育・情報委員会に防災担当が設置され、新体制のもとHUG勉強会等の防災活動への取組と

会員への情報提供をしています。

昨年からの、新型コロナウイルス蔓延の影響もあり、講習会では受講者の皆様にはご不便をおか

けしております。又防災活動についても、中止やwebでの講習となり十分な活動が出来てはおり

ませんが、今後もこの４事業を柱に、情報提供を行っていきますので、是非とも皆様には本委員

会事業に積極的にご参加頂きたいと思います。

務・技術委員会業
４号建築物の中間検査の講習会について　　　　　　　委員長　古川　悦生

育・情報委員会教
教育・情報委員会事業について　　　　　　　　　　　委員長　田中　召剛
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建築のお仕事 
　　

四日市支部 国安院　章良

　私は地元四日市市に生まれ、平成 6 年に

独立開業をしました。

　開業直後は、元会社の下請けや、知り合

いのおうちのリフォーム工事などを中心に

父ちゃん母ちゃんで工事を請け負う建築会

社でした。

　その後、一般建設業の許可を取り、法人

化して有限会社となり、一人二人と社員が

入り設計ができるように一級建築士事務所

登録をしました。

　そして、年商が増えていくにつれ、株式

会社となり、出資金も増額をし、特定建設

業の許可も取得してきました。

　これは自慢話などではなく、痛烈に反省

を余儀なくされたお話です。

　順調に成長してきた陰で私は大事なもの

を忘れかけていたと思います。

　それは、建設会社にとって新築で約 3ヶ

月、リフォームで 1ヶ月弱で過ぎていく住

宅の工事が、お客様にとっては、一生に一

度の一大事であり、決して簡単に過ぎ去る

事柄ではないということです。

　すなわち、一生に一度のお買い物を販売

することが住宅工事の基本なんです。

　この記事を読んでみえるみなさんはそん

なことは当たり前だと思われるでしょう。

　それを私の会社は忘れかけていました。

それは間違いなく私の怠慢でした。

　事の発端は、2年ほど前のことです。

　四日市支部では、四日市市役所とタイ

アップして、建築相談会を開催しています

が、そのときＡさん (60 才代の女性 ) が相

談に見えました。

　自宅のリフォームをしたいのだが業者も

知らないし、どうやって進めたらよいかわ

からないとの事でした。

　おひとり暮らしのＡさんにとっては、ま

さにこれからの生涯をかけての一大事業

だったのです。

　このとき相談を受けた当社の担当者が彼

としては親切心から、いちど弊社でご相談

に乗りましょうかと申し上げ、設計見積も

りをさせていただくことになりました。

　きっかけはほんの些細なボタンの掛け違

いだったのですが、話がどんどんこじれ、

四日市支部や県本部も巻き込むような大騒

ぎとなりました。

　特に四日市支部長には事務局内での話し

合いに立ち会っていただいたり、現場まで

ご足労をいただいて確認をしていただくな

ど、多大なご迷惑をおかけしました。

　もちろん弊社といたしましては、担当者

に任せておけず、この件については私が担

当させていただくことにしました。

　面談してみるとＡさんはごく一般的なお

人柄の方でした。

　しっかりと誠心誠意お話をさせていただ

き、対応をさせていただくと、誤解も解け、

引き続き弊社で工事をさせていただき、無

事に完成し、料金もお支払いいただき、全

て円満に完成することができました。

　このことは、私の怠慢によってまさに建

築会社にとって一番大事なものを忘れてし

まっていたのです。
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　三重県には歴史街道と言われている街道

が多数存在しており、三重県のホームペー

ジによると、19街道が名を記されています。

（HP　みえの歴史街道　による。平成 10

年にはみえ歴史街道フェスタが開催されて

います。）街道ウォーキングマップには 23

街道が紹介されています。（平成 21～ 22

年作成のため現状とは異なるところがあり

ます。また PDF 版では修正されている部

分もあります。）

東濃街道　八風道　東海道　伊勢街道　伊

勢別街道　伊賀街道　二見道　鳥羽道　磯

部道熊野脇道　和歌山別街道　熊野街道　

和歌山街道　伊勢本街道　初瀬街道　大和

街道　菰野道　濃州街道　巡見街道　の

19 街道＋奈良街道、朝熊岳道、青峯道、

巡礼道の計 23街道です。　

（URL）参照

https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/rekis

i/img/mpkaidou.gif

https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/walk

ing/img/kaidou_map.gif

みえの歴史街道　道行
歴史街道　概要  

　　

鈴鹿支部 見取　貞義

　街道名は江戸時代ころ確立したと思われ

ますが、そのルート自体は大和街道のよう

に壬申の乱の頃から通ったと言われるほど

長い歴史のあるものが多く別名も多数あり

時代によっても変わっているようです。

　三重県の場合やはり伊勢の神宮の存在が

大きい。すべての街道は神宮へ。です。

　せっかく三重県にいますので、数ある街

道を楽しまない手はありません。

　道行話と大げさに始めましたが、今回の

わたし話は旧街道とおぼしき道をバイクで

散策するというごく個人的な楽しみのお話

です。取り合えず根拠となる各街道ルート

を上述の歴史街道マップを頼りに街道沿い

を見て回るだけの散策です。といってもほ

とんど歩かないですが、、、、、、、、、。ルール

として三重県内のみ（他県との県境までで

一応終了）なるべくマップに記載されてい

る道（旧道）を行く事、歩いてしか進めな

い道はあきらめる ( 階段、登山道、自然歩

道 etc)、消えている道はあきらめる。（造

成などによりなくなっている事多し）そし

て何か地元のものなどを求めると、ごくご

く緩やかなルールのもとに楽しんでおりま

す。車ほど邪魔にならず、徒歩ほどつかれ

ず、ある程度時間が稼げ、自由度が高い。

というようなわけで、目論見は全２３街道

制覇です。

　現在（2021 年 10 月時点）までに　伊勢

本街道（３日）、伊勢街道（３日）、伊賀街

道（２日）、菰野道（１日）　八風道（1日）、

巡礼道（1日）とまだ６道ですから。（○日）

は通るのにかかった日数）

　まだまだ先は長くお楽しみはこれからで

す。

実感話　　　　

　旧街道を行って、思うのは、まっすぐな

道はない、と強く実感します。地勢に逆ら

わず、人が目的地に辿り着ける道だったの

だなあ、、、、、、、、、と

私は痛烈に反省し、もう一度初心にかえり

どうしたらよいかを社内でも話し合い、一

つ一つの仕事にちゃんとしっかりと向き合

うことといたしました。

　Ａさんには心から感謝しております。

　ご迷惑をおかけした皆さんにはこの場を

お借りしてお詫び申し上げます。すみませ

んでした。

　その後Ａさんとはお互いにお土産を持っ

て行くようなとてもよい関係が続いており

ます。

　ありがとうございました。
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　このタイトルは、建築士法第 27 条の 2

第 7 項に基づく開設者・管理建築士のため

の建築士事務所の管理研修会のテキストの

名称です。少し遡ると、「新しい建築士事

務所の経営と展望」となっているテキスト

をお持ちの受講修了者も多数おられます。

　この研修に携わって 8 年経過しました

が、毎年少しずつ、内容が見直され、特に

開設者、管理建築士に向けた内容を重視し、

3年度に一度の建築士定期講習の内容とは、

「これからの建築士事務所の

経営と展望」　　

松阪支部 伊藤　達也

なるべく被らないよう編集されています。

執筆者、編集者の顔ぶれも、名の知れた大

手事務所の代表者も多数携わってこられて

きた為、豪華メンバーで構成され、日本の

建築士事務所は、こんな感じなのですよと

いう内容も見られます。決して型にはめよ

うとするのではなく、建築士事務所の本懐、

神髄に迫る内容等が読み取れます。思わず

書店で立ち読みしたくなりそうな衝動にか

られますが、残念ながら、書店では販売さ

れていませんので、受講いただく必要があ

ります。

　建築士事務所の登録は都道府県知事であ

る事はご存知の通りです。管理研修会は、

知事指定となっています。受講義務がない

から、受講しないという選択の自由もあり

ますが、建築士事務所の登録を認めている

知事の指定する管理研修会に顔を出さない

のは、とても失礼な対応をしているという

印象を与えます。建築士定期講習もあり、

同じような講習ではないか、費用もばかに

ならないというお気持ちも理解できます。

しかし、建築士定期講習と管理研修会は、

明らかに内容が違うという事です。脅すつ

もりもありませんが、例えば、業務上、違

法処分に相当するかどうかの場面に遭遇し

たが、管理研修会を受講していた為に、回

避でき、罰金、営業停止、指名停止は免れ

たという事も出てくるかもしれません。一

方、未受講の場合、開設者、管理建築士の

資質が問われる事は勿論、事務所ぐるみの

問題となれば、情状酌量の余地は無く、営

業停止等の処分を受ける事となるでしょ

う。「そんな出来事等あるわけないやろ。」

と思い込んでいる建築士事務所の開設者、

管理建築士にとっては、建築士事務所をや

りながら、建築士法を十分理解されていな

い可能性もあり、必須の管理研修会なので

す。

　この研修会は、建築士事務所登録の更新

　街道の宿場街に入ると関宿のように建物

群として残っている宿場は少ない事、連続

した街並みの維持は難しい事、空き家が目

に付く事、と今を映す事のなんと多いこと

か。

　というようなわけで紹介だけで終わって

しまいますが、他県に行かずにすみ、外部

で換気も気にせずすみ、ソーシャルディス

タンスもとれる、コロナ禍をしのげる街道

巡りをお勧めします。

　機会があれば、各街道ごとのお話も出来

ればと思いますが、、、、、、、、、、。

追記話
　街道沿いをみていると、時々残したい建

物、残したほうがいいんじゃないかという

建造物などがあります。

　50 年以上経過している建築物、建造物

は国の登録有形文化財になれるかもしれま

せん、そういう建築物があればぜひ教えて

ください。見取が見に行きます。写真も取

り ( 撮 り ) ま す。見 取 図 つ く り ま

す、、、、、、、、、、。以上
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　昨年から続くコロナ禍を振り返り、建築

設計の進め方にも少なからず悪影響を感じ

ている。

　弊社だけでなく他の事務所でも同じと思

われるが、弊社でも接待交際費の支出が異

常に下がっていること。これはクライアン

トをはじめ現場での意見交換や親睦を図る

機会がほぼなくなっていることを示してい

る。

　建材メーカー等の営業担当からの生の意

見や情報の入手がほぼ制限され、製品情報

はインターネットからの自己入手や、オン

ラインセミナーの参加などで行うように

なってしまった。最新の建材情報の入手が

ＰＣ経路に偏ってしまうと、おのずと私自

身の不勉強癖を露呈してしまうが。

　令和３年１１月現在、三重県をはじめ全

国的にコロナ患者数が減り終息したかのよ

うに見えるが、世界的には欧米など感染再

拡大が発生するなどしており、日本での第

６次感染がいつ始まるかなどの情報が出

回っていたりして何も見通せない心理的に

不安定な状態が続いている。海外でのコロ

ナ感染の繰り返し状況を見れば、やはり個

人的には安全とは考えにくい。

　コロナ禍の約２年もの間、公私ともに人

との接触を自発的に避けるようにして生活

してきた中で、そのライフスタイルが以前

のように直ぐに戻るかと言えば、ほぼ不可

能と思われるし、なかなか切り替えること

が無意識に困難になってきているように思

う。人との交わりを無くして信頼関係を気

付くのは容易ではないことはだれでも同じ

だと思います。建設業界ではウッドショッ

クをはじめ原油高による建築資材の高騰な

ど、建築コストにまつわる悪条件ばかりが

目立ちます。その状況でクライアントや施

工者と意見を擦り合わせるのは、以前より

も慎重にならざるを得ません。３密を避け

よう、ソーシャルディスタンスを保とう、

黙食を奨励しよう等、すべて人と人との交

流を疎遠にするばかり。意思疎通無くして

満足した建物は建てられません。そう思う

のは私だけでないはず。

お互いに信頼を高め合うには時間と言葉の

スキンシップが必要と本当に思います。

最近はコロナ薬が完成し始め、国産化も進

んでいるようです。一刻も早くインフルエ

ンザ並みの対処療法が確立されることを切

に願う今日この頃です。

新型コロナで考える
　　

津支部 前川　忠則

の前年度 1月頃に受講案内が届き、申込み、

受講へとなりますが、残念なことに、8 年

間一度も受講されていない事務所も多い事

も確かです。

　昨年度は、コロナ禍の状況でありながら、

全国 33 都道府県で知事指定を受け、39 の

都道府県で開催され、2837 名が受講され

ました。今まで、諸事情によって受講でき

なかった等、可能であれば、先ずは、第一

歩を踏み出しましょう。会員限定ではあり

ません。会報誌で呼びかけても、効果は少

ないが、それぞれ会員が、主催者側に立ち、

少しばかりの収益増加と、会員拡大の観点

から、是非とも、会員外の開設者管理建築

士にも呼びかけをいただきたいと感じてい

ます。「お前が言うなよ。何様や？」とな

りますが、長きにわたり、どうにかこうに

か仕事を続けられてきたのは、正会員とし

て、委員会活動に参加させていただき、数々

の研修に携わる機会を頂いたおかげである

ことは間違いありません。ありがとうござ

います。

　2022 年 2月 22 日（火）開催しますので、

ぜひ一度受講ください。



視点・論点

コロナは、インフルエンザの進化系
　

　令和２年、３年はコロナに苦しみました。でもワクチンの普及により最近は、終息

しつつあります。令和４年になれば、ワクチンのみならず飲み薬によりコロナは、さ

らに終息に向かい加速するでしょう。ただ、変異株により、また拡大するかもしれま

せんが、これもワクチンおよび、薬により終息するというイタチごっこの繰り返しで

しょう。

　コロナにより、すっかり生活様式が変わってしまったと思います。今現在マスクを

していない人を探す方が難しいほどマスク生活が身についてしまったように感じま

す。今までマスクなどしたことが無かったのにマスク生活が当たり前になっておりま

す。マスクは苦手です。まだ 1年から２年は、マスク生活が続くでしょう。マスクを

外して生活できる日が来る事を切に願っています。ところが、リモート会議は、非常

に便利だと思いました。今まで無かった事です。家に居ながら会議ができる事は、今

まで考えていませんでした。

　コロナが終息してもリモート会議は無くならないと思います。コロナにより、生活

が一転しましたが、良い物は残るでしょう。

今までもサーズ、マーズ、新型インフルエンザのように感染症まん延が有りましたが、

その都度解決されました。今回の新型コロナウイルスも解決されるでしょう。マスク

は無くなりますが、リモート会議は残るでしょう。これが新型コロナウイルスの意味

だと思います。

四日市支部　　林　　満

視点・論点 
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